
○会計規程

平成３０年１月２０日制定

会計規程

　(目的)

第１条　この規程は、日吉台共有施設管理組合規約（以下「規約」という。）第７章

　に定めるものほか、会計に関し必要な事項を定めることを目的とする。

　（執行）

第２条　この組合の会計に関しては、理事会がこれを執行する。

　(予算案の作成及び原則)

第３条　収支予算案の作成は、理事長が規約第４５条第１項の規定に基づき、行わな

　ければならない。

２　前項の収支予算案は、単式簿記によって作成する。

　（予算の変更）

第４条　総会で定められた予算の変更は、理事長が規約第４５条第２項から第４項ま

　での規定に基づき、行わなければならない。

　（予算の流用及び予備費の使用）

第５条　支出予算において、他の経費への予算流用が必要なときは、理事長が理事会

　の承認を得て行わなければならない。予備費の使用が必要なときも、また同様とす

　る。

２　予算の流用又は予備費の使用があった場合は、決算書にその内容を記載し、翌年

　度の定期総会に報告しなければならない。

　（決算）

第６条　会計担当理事は、毎月の収支計算書を作成し、第１６条に規定する監査を受

　けなければならない。

　（決算書類の作成）

第７条　期末における決算は、決算書（単式簿記による。）、貸借対照表及び付属明

　細表等の計算書類を作成しなければならない。

　（出納及び帳簿）

第８条　会計に関する収入及び支出は、現金主義による複式簿記によって処理する。

２　会計伝票は、日付、内容、科目及び金額を記入し、担当事務職員がこれを起こし、

　会計担当理事が審査した後、理事長の承認印を得て処理する。

　（現金及び預金通帳等の保管）

第９条　手許現金、普通預金及び印章は、事務職員が金庫等の施錠できる場所に保管

　する。

２　定期預貯金、国債・地方債で保護預かりの通帳又は証書がある場合は、会計担当
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　理事が貸金庫に預けるものとする。

　(会計証拠書類）

第１０条　伝票には、収入、支出の事実を明確に示す請求書、領収書を添付しなけれ

　ばならない。

２　支出の内容が社会通念上領収書を徴取し難いときは、事務局長がその旨を記載し

　た書類を作成し、領収書に代えて処理することができる。

　(帳簿の記帳）

第１１条　帳簿への記帳は、すべて伝票によって行う。

　(現金の照合）

第１２条　事務局長及び事務職員は、現金残高と現金出納簿を業務日ごとに照合する。

　（伝票及び会計帳簿）

第１３条　伝票及び会計帳簿の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

　(１）伝票　　　入金伝票、出金伝票及び振替伝票     

　(２) 主帳簿　　金銭出納帳、預金出納帳、経費帳及び総勘定元帳

　(３) 補助簿　　固定資産台帳及び什器備品台帳

　（収支計算書の科目）

第１４条　一般会計及び特別会計の収支計算書の科目は、会計科目細則（平成２６年

　３月１５日制定）に定めるところによる。

　（帳簿等の保存期間）

第１５条　帳簿及び伝票の保存期間は、文書管理規程（平成３０年１月２０日制定）

　に定めるとおりとする。

　（監査）

第１６条　監事による監査は、半期及び毎期決算について実施する。

　（監査の内容）

第１７条　監査は、次の各号に掲げる事項について実施する。

　（１）予算執行の適否

　（２）財産管理の適否

　（３）現金及び預貯金の確認

　（４）支出の妥当性の適否

　（５）その他必要な事項

　（監査報告）

第１８条　監査の結果は、監事が報告書を作成し、理事会及び総会に報告しなければ

　ならない。

　（取扱金融機関）

第１９条　組合の収入について取り扱う金融機関は、資金の運用及び管理に関する細

　則（平成２６年１０月１８日制定。以下「細則」という。）第８条別表に指定した

　金融機関とする。
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　（資金運用）

第２０条　組合の資金の運用については、細則で定めるところによる。

　(欠損処理）

第２１条　維持管理費又は施設修繕積立金の未収金に関し、次の各号のいずれかに該

　当する場合は、当該未収金を欠損処理することができる。

　（１）滞納者、包括承継人又は特定承継人から時効の援用の主張があったとき。

　（２）未収金の回収に要する費用が、未収金より多額になると認められるとき。

　（３）滞納者の所有家屋が競売により落札され、所有権が移転されたことが確認で

　　　き、かつ、特定承継人への請求が困難なとき。

　（４）滞納者が破産手続を申し立て、破産廃止による免責決定又は破産終結が確認

　　　できたとき。

　（５）滞納者が会社更生法による更生計画の認可決定により債権の免責が行われた

　　　場合又は民事再生法の手続を行い、認可決定が確定したとき。

　（６）滞納者の相続人が不存在（相続人が相続を放棄した場合を含む。）の場合で、

　　　債権者として請求の申出をしても弁済が受けられないとき。

　（７）相続権主張の催告の公告期間が満了している場合

２　前項の処理をする場合は、理事長が理事会に諮り決定する。

３　第１項の欠損処理をするかどうか判断し難い場合は、理事長は顧問弁護士に意見

　を求めるものとする。

４　欠損処理をした場合は、決算書に当該金額とその旨を記載するものとする。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規程は、平成３０年４月１日から施行する。

　（会計規程の廃止）

２　会計規程（平成６年６月１１日制定）は、廃止する。

　（経過措置）

３　平成３０年３月３１日以前の会計の取扱いについては、なお従前の例による。
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